
奈良県橿原文化会館において、令和６年度に締結した随意契約の状況を公表します。  
   ＜地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項＞ 第 1 号 契約の予定額が県の規則（契約規則第 16 条第 1 項）で定める額を超えない契約をするとき 第 2 号 契約の性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき 第 3 号 県の規則で定める手続により、法令で定められている障害者関係施設等からの物品買入れの契約 及び役務提供の契約、シルバー人材センター等及び母子・父子福祉団体等による役務提供の契約 をするとき。（特定随意契約） 第 4 号 県の規則で定める手続により、ベンチャー企業と新商品の買入れ等の契約をするとき 第 5 号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき 第 6 号 競争入札に付することが不利と認められるとき 第 7 号 時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込みのあるとき 第 8 号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 第 9 号 落札者が契約を締結しないとき    【公表の対象】   予定価格が、次に掲げる額を超える随意契約で、地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 2号及び 第 5号から第 9号の規定により契約を締結したもの。    •工事又は製造の請負・・・ 250 万円    •財産の買入れ・・・・・・ 160 万円    •物件の借入れ・・・・・・・80万円    •財産の売払い・・・・・・・50万円    •物件の貸付け・・・・・・・30万円    •それ以外・・・・・・・・ 100 万円    （奈良県契約規則第 16条第 1項で定める額）             



 【随意契約の状況】  


